
聖

籠

町

訓

令

第

一

号

 

 
聖

籠

町

請

負

工

事

指

名

業

者

選

定

委

員

会

規

程

の

一

部

を

改

正

す

る

訓

令

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。

 

 
 

平

成

二

十

三

年

 

二

月

 

七

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

聖

籠

町

長

 

渡

 

邊

 

廣

 

吉

 

 
 

 

聖

籠

町

請

負

工

事

指

名

業

者

選

定

委

員

会

規

程

の

一

部

を

改

正

す

る

訓

令

 

 

聖

籠

町

請

負

工

事

指

名

業

者

選

定

委

員

会

規

程

（

昭

和

五

十

八

年

聖

籠

町

訓

令

第

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

四

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。
 

２

 

委

員

長

に

事

故

が

あ

る

と

き

、

又

は

長

期

に

わ

た

り

不

在

と

な

 

る

と

き

で

、

緊

急

を

要

す

る

等

や

む

を

得

な

い

場

合

に

限

り

、

総

 

務

課

長

が

そ

の

職

務

を

代

理

す

る

。

 

 

第

五

条

第

二

項

中

「

委

員

長

に

事

故

あ

る

と

き

、

又

は

欠

け

た

と

き

、

若

し

く

は

」

を

削

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

 

こ

の

訓

令

は

、

公

示

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 


